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○
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
五
十
七
号

 

指
定
広
域
支
援
ふ
頭
及
び
指
定
地
域
支
援
ふ
頭
の
指
定
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日

 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之　
　

 

指
定
広
域
支
援
ふ
頭
及
び
指
定
地
域
支
援
ふ
頭
の
指
定
基
準

 

（
用
語
の
定
義
）

第
一
条　

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
に
お
い
て
使
用

す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

 

る
。

一　

広
域
支
援
ふ
頭　

被
災
地
支
援
輸
送
に
お
け
る
海
上
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
に
お
い
て
、
主
に
国
際
戦
略

港
湾
、
国
際
拠
点
港
湾
又
は
重
要
港
湾
が
担
う
と
想
定
さ
れ
る
、
港
湾
を
活
用
し
た
緊
急
物
資
の
輸
送
そ
の
他
の

支
援
及
び
受
援
の
活
動
の
拠
点
と
し
て
広
域
港
湾
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
円
滑
な
被
災
地
支
援
の
た
め
、
複
数
港
湾
の
連
携
に

 

よ
る
災
害
時
の
対
応
が
記
載
さ
れ
た
文
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
位
置
付
け
ら
れ
た
埠
頭
を
い
う
。

 

二　

指
定
広
域
支
援
ふ
頭　

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
広
域
支
援
ふ
頭
を
い
う
。

三　

地
域
支
援
ふ
頭　

被
災
地
域
に
近
接
す
る
港
湾
が
担
う
と
想
定
さ
れ
る
、
港
湾
を
活
用
し
た
緊
急
物
資
の
輸
送
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そ
の
他
の
主
と
し
て
受
援
の
活
動
の
拠
点
と
し
て
広
域
港
湾
Ｂ
Ｃ
Ｐ
に
位
置
付
け
ら
れ
た
埠
頭
を
い
う
。

 

四　

指
定
地
域
支
援
ふ
頭　

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
支
援
ふ
頭
を
い
う
。

五　

海
上
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク　

被
災
地
支
援
に
お
い
て
活
用
さ
れ
る
、
広
域
港
湾
Ｂ
Ｃ
Ｐ
に
位
置
付
け
ら
れ
た
広

 

域
支
援
ふ
頭
及
び
地
域
支
援
ふ
頭
か
ら
構
成
さ
れ
る
海
上
輸
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
い
う
。

六　

主
た
る
埠
頭　

指
定
広
域
支
援
ふ
頭
又
は
指
定
地
域
支
援
ふ
頭
の
う
ち
、
一
連
の
施
設
の
規
模
等
を
総
合
的
に

勘
案
し
、
当
該
指
定
広
域
支
援
ふ
頭
又
は
当
該
指
定
地
域
支
援
ふ
頭
の
存
す
る
港
湾
に
お
い
て
災
害
時
に
利
用
の

 

優
先
度
が
高
い
と
想
定
さ
れ
る
埠
頭
を
い
う
。

七　

事
前
解
析　

施
設
の
複
数
地
震
動
に
よ
る
挙
動
の
変
化
を
把
握
し
、
利
用
可
否
の
判
断
基
準
を
設
定
す
る
た
め

 

の
数
値
解
析
を
い
う
。

 

（
指
定
広
域
支
援
ふ
頭
及
び
指
定
地
域
支
援
ふ
頭
の
指
定
）

第
二
条　

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
広
域
支
援
ふ
頭
を
、
港
湾
管
理
者
の

 

申
請
に
よ
り
、
指
定
広
域
支
援
ふ
頭
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

一　

申
請
に
係
る
広
域
支
援
ふ
頭
の
存
す
る
港
湾
が
、
一
以
上
の
主
た
る
埠
頭
を
有
す
る
こ
と
。

 

二　

申
請
に
係
る
広
域
支
援
ふ
頭
が
、
申
請
に
係
る
広
域
港
湾
Ｂ
Ｃ
Ｐ
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三　

申
請
に
係
る
広
域
支
援
ふ
頭
が
有
す
る
岸
壁
又
は
桟
橋
が
、
耐
震
強
化
施
設
（
港
湾
の
施
設
の
技
術
上
の
基
準

を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第
十
五
号
）
第
一
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
震
強
化
施
設
を
い
う
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。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
整
備
済
み
又
は
整
備
中
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

 
イ　

水
深
七
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

 

ロ　

水
深
四
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

　

被
災
地
へ
の
支
援
輸
送
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
規
模
の
施
設
を
背
後
に
有
し
、
災
害
時

（１）

 

に
被
災
地
を
支
援
す
る
役
割
を
担
う
こ
と
が
相
当
程
度
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

　

申
請
に
係
る
海
上
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
接
続
す
る
地
域
支
援
ふ
頭
か
ら
海
上
交
通
で
概
ね
四
時

（２）

 

間
以
内
に
到
達
で
き
る
区
域
に
イ
を
満
た
す
そ
の
他
の
広
域
支
援
ふ
頭
が
存
在
し
な
い
こ
と
。

四　

申
請
に
係
る
広
域
支
援
ふ
頭
の
存
す
る
港
湾
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
の
地
域
防
災
計
画
（
災
害
対
策

基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
十
号
イ
に
規
定
す
る
都
道
府
県
地
域
防
災
計
画
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
市
町
村
の
地
域
防
災
計
画
（
同
法
第
二
条
第
十
号
ロ
に
規
定
す
る
市
町
村
地
域

防
災
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
申
請
に
係
る
海
上
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

又
は
指
定
広
域
支
援
ふ
頭
の
指
定
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
末
日
ま
で
に
位
置
付
け
ら
れ
る
見
込
み
で
あ

 

る
こ
と
。

五　

申
請
に
係
る
広
域
支
援
ふ
頭
が
有
す
る
第
三
号
に
該
当
す
る
岸
壁
又
は
桟
橋
に
お
い
て
、
事
前
解
析
を
行
っ
た

、
又
は
指
定
広
域
支
援
ふ
頭
の
指
定
後
五
年
以
内
に
行
う
見
込
み
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
広
域
支
援
ふ
頭

 

が
主
た
る
埠
頭
で
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
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２　

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
支
援
ふ
頭
を
、
港
湾
管
理
者
の
申
請

 

に
よ
り
、
指
定
地
域
支
援
ふ
頭
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

一　

申
請
に
係
る
地
域
支
援
ふ
頭
の
存
す
る
港
湾
が
、
一
以
上
の
主
た
る
埠
頭
を
有
す
る
こ
と
。

 

二　

申
請
に
係
る
地
域
支
援
ふ
頭
が
、
申
請
に
係
る
広
域
港
湾
Ｂ
Ｃ
Ｐ
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

 

三　

申
請
に
係
る
地
域
支
援
ふ
頭
が
有
す
る
岸
壁
又
は
桟
橋
が
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

 

イ　

耐
震
強
化
施
設
と
し
て
整
備
済
み
又
は
整
備
中
で
あ
っ
て
、
水
深
四
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

 

ロ　

水
深
四
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

　

離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策
実
施
地

（１）
域
、
沖
縄
県
の
区
域
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条

に
規
定
す
る
奄
美
群
島
の
区
域
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号

）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
笠
原
諸
島
の
区
域
又
は
半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）

 

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
存
す
る
こ
と
。

　

そ
の
他
の
広
域
支
援
ふ
頭
又
は
地
域
支
援
ふ
頭
か
ら
道
路
交
通
で
概
ね
四
時
間
以
内
に
到
達
で
き
る
区
域

（２）

 

に
含
ま
れ
な
い
こ
と
。

四　

申
請
に
係
る
地
域
支
援
ふ
頭
の
存
す
る
港
湾
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
の
地
域
防
災
計
画
若
し
く
は
市

町
村
の
地
域
防
災
計
画
に
申
請
に
係
る
海
上
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
又
は
指
定
地
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域
支
援
ふ
頭
の
指
定
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
末
日
ま
で
に
位
置
付
け
ら
れ
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
。

五　

申
請
に
係
る
地
域
支
援
ふ
頭
が
有
す
る
第
三
号
に
該
当
す
る
岸
壁
又
は
桟
橋
に
お
い
て
、
事
前
解
析
を
行
っ
た

、
又
は
指
定
地
域
支
援
ふ
頭
の
指
定
後
五
年
以
内
に
行
う
見
込
み
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
地
域
支
援
ふ
頭

 

が
主
た
る
埠
頭
で
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

３　

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
官
報
に
よ
り
公
示
す

 

る
も
の
と
す
る
。 

（
指
定
の
申
請
）

第
三
条　

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
広
域
支
援
ふ
頭
又
は
地
域
支
援
ふ
頭
の

 

港
湾
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一　

海
上
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
名
称
、
港
湾
の
名
称
、
当
該
港
湾
管
理
者
の
名
称

二　

埠
頭
の
名
称
、
広
域
支
援
ふ
頭
又
は
地
域
支
援
ふ
頭
の
別
、
主
た
る
埠
頭
で
あ
る
か
ど
う
か
の
別
、
前
条
第
一

 

項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
第
三
号
に
該
当
す
る
岸
壁
又
は
桟
橋
の
名
称

 

三　

広
域
港
湾
Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
名
称

四　

当
該
埠
頭
の
存
す
る
港
湾
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
の
地
域
防
災
計
画
の
名
称
又
は
市
町
村
の
地
域
防

災
計
画
の
名
称
、
当
該
都
道
府
県
の
地
域
防
災
計
画
又
は
当
該
市
町
村
の
地
域
防
災
計
画
に
お
け
る
海
上
支
援
ネ

 

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
位
置
付
け
状
況
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五　

当
該
広
域
支
援
ふ
頭
又
は
当
該
地
域
支
援
ふ
頭
に
お
け
る
前
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
第
三
号
に
該

 
当
す
る
岸
壁
又
は
桟
橋
の
事
前
解
析
の
実
施
状
況

２　

前
項
の
申
請
書
に
は
、
広
域
港
湾
Ｂ
Ｃ
Ｐ
、
当
該
埠
頭
の
存
す
る
港
湾
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
の
地
域

防
災
計
画
又
は
市
町
村
の
地
域
防
災
計
画
及
び
当
該
埠
頭
を
構
成
す
る
港
湾
施
設
の
位
置
を
表
示
し
た
縮
尺
一
万
分

 

の
一
以
上
の
平
面
図
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

 

（
申
請
事
項
の
変
更
）

第
四
条　

指
定
広
域
支
援
ふ
頭
又
は
指
定
地
域
支
援
ふ
頭
の
港
湾
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲

 

げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

第
二
条
（
第
一
項
第
三
号
ロ

及
び
第
二
項
第
三
号
ロ

を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
前
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用

（２）

（２）

 

す
る
。

３　

指
定
広
域
支
援
ふ
頭
又
は
指
定
地
域
支
援
ふ
頭
の
港
湾
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
に
掲
げ
る

事
項
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
添
付
書
類
の
記
載
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
国
土
交
通

 

大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
の
申
請
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

 

（
指
定
の
取
消
し
等
）
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第
五
条　

国
土
交
通
大
臣
は
、
指
定
広
域
支
援
ふ
頭
若
し
く
は
指
定
地
域
支
援
ふ
頭
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
、
又
は
指
定
広
域
支
援
ふ
頭
若
し
く
は
指
定
地
域
支
援
ふ
頭
の
港
湾
管
理
者
か
ら
指
定
の
取
消
し
の
申
請

 

が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一　

指
定
広
域
支
援
ふ
頭
又
は
指
定
地
域
支
援
ふ
頭
の
指
定
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
末
日
ま
で
に
、
当
該

指
定
広
域
支
援
ふ
頭
又
は
当
該
指
定
地
域
支
援
ふ
頭
の
存
す
る
港
湾
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
の
地
域
防

 

災
計
画
又
は
市
町
村
の
地
域
防
災
計
画
に
海
上
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
な
い
と
き
。

二　

指
定
広
域
支
援
ふ
頭
の
指
定
後
五
年
以
内
に
、
当
該
指
定
広
域
支
援
ふ
頭
が
主
た
る
埠
頭
で
あ
る
場
合
に
は
当

該
主
た
る
埠
頭
の
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
岸
壁
又
は
桟
橋
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
当
該
指
定
広
域

支
援
ふ
頭
の
存
す
る
港
湾
内
の
全
て
の
主
た
る
埠
頭
に
お
け
る
第
二
条
第
一
項
第
三
号
又
は
同
条
第
二
項
第
三
号

 

に
該
当
す
る
岸
壁
又
は
桟
橋
に
お
い
て
事
前
解
析
を
行
っ
て
い
な
い
と
き
。

三　

指
定
地
域
支
援
ふ
頭
の
指
定
後
五
年
以
内
に
、
当
該
指
定
地
域
支
援
ふ
頭
が
主
た
る
埠
頭
で
あ
る
場
合
に
は
当

該
主
た
る
埠
頭
の
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
該
当
す
る
岸
壁
又
は
桟
橋
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
当
該
指
定
地
域

支
援
ふ
頭
の
存
す
る
港
湾
内
の
全
て
の
主
た
る
埠
頭
に
お
け
る
第
二
条
第
一
項
第
三
号
又
は
同
条
第
二
項
第
三
号

 

に
該
当
す
る
岸
壁
又
は
桟
橋
に
お
い
て
事
前
解
析
を
行
っ
て
い
な
い
と
き
。

２　

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
に
よ
り
公
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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附　

則

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


